
－ 1 －

令

和

八

年

二

月

第
三
百
二
十
五
回
定
例
会
追
加
提
出
議
案

青

森

県

議

会

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
五
十
六
号

一
般
会
計
補
正
予
算

（
減
額
）
七
十
六
億
九
千
六
十
万
千
円

（
第
六
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

七
千
八
百
六
十
億
千
三
百
四
万
円

２

継
続
費
の
補
正

旧
ラ
・
プ
ラ
ス
青
い
森
改
修
事
業
費
ほ
か
二
件

３

繰
越
明
許
費
の
補
正

職
員
費
ほ
か
二
百
五
十
二
件

４

債
務
負
担
行
為
の
補
正

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
管
理
委
託
代
金

５

地
方
債
の
補
正

農
業
農
村
整
備
事
業
ほ
か
三
十
三
件

（
減
額
）
五
億
四
千
五
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
五
十
七
号

公
債
費
特
別
会
計
補

三
十
二
億
二
千
五
十
万
五
千
円

正
予
算
（
第
一
号
）

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

案

千
二
百
八
十
二
億
九
千
二
百
五
十
六
万
九
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
五
十
八
号

療
育
福
祉
・
医
療
療

（
減
額
）
三
千
五
百
二
十
二
万
九
千
円

育
セ
ン
タ
ー
特
別
会

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

計
補
正
予
算
（
第
二

二
十
一
億
八
百
五
十
三
万
八
千
円

号
）
案

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 2 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
五
十
九
号

港
湾
整
備
事
業
特
別

七
千
四
百
二
十
三
万
九
千
円

会
計
補
正
予
算
（
第

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

三
号
）
案

二
十
三
億
二
千
百
六
万
四
千
円

２

繰
越
明
許
費

青
森
港
ふ
頭
用
地
整
備
事
業
費
ほ
か
三
件

３

地
方
債
の
補
正

港
湾
施
設
災
害
復
旧
事
業

四
千
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

六
十

号

証
紙
特
別
会
計
補
正

一
億
八
千
四
百
三
十
二
万
千
円

予
算
（
第
一
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

二
十
三
億
九
百
三
十
六
万
八
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
六
十
一
号

駐
車
場
事
業
特
別
会

六
十
二
万
八
千
円

計
補
正
予
算
（
第
二

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

号
）
案

三
千
二
百
六
十
三
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 3 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
六
十
二
号

鉄
道
施
設
事
業
特
別

（
減
額
）
二
千
百
二
十
二
万
二
千
円

会
計
補
正
予
算
（
第

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

二
号
）
案

七
十
七
億
八
千
百
三
万
四
千
円

２

繰
越
明
許
費

鉄
道
施
設
管
理
費

３

地
方
債
の
補
正

鉄
道
施
設
事
業

（
減
額
）
五
億
五
千
八
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
六
十
三
号

国
民
健
康
保
険
特
別

三
十
九
億
四
千
八
百
七
十
七
万
六
千
円

会
計
補
正
予
算
（
第

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

一
号
）
案

千
二
百
三
十
五
億
九
千
九
百
五
十
二
万
六
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
六
十
四
号

小
規
模
企
業
者
等
設

（
減
額
）
十
七
億
八
千
五
百
二
十
三
万
九
千
円

備
導
入
資
金
特
別
会

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

計
補
正
予
算
（
第
二

六
億
九
百
九
十
六
万
七
千
円

号
）
案

２

地
方
債
の
補
正

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
金

（
減
額
）
五
億
八
千
七
百
二
十
一
万
六
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 4 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第
六
十
五
号

林
業
・
木
材
産
業
改

（
減
額
）
三
万
五
千
円

善
資
金
特
別
会
計
補

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

正
予
算
（
第
一
号
）

一
億
千
四
十
五
万
千
円

案

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

〇

歳
入
予
算
の
補
正

第
六
十
六
号

沿
岸
漁
業
改
善
資
金

０
（
款
項
の
区
分
ご
と
の
金
額
の
補
正
）

特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
案

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 5 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

中
央
病
院

第
六
十
七
号

病
院
事
業
会
計
補
正

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

予
算
（
第
三
号
）
案

収
入

一
億
六
百
三
十
七
万
四
千
円

支
出

七
千
十
一
万
九
千
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入

二
億
四
千
八
百
二
十
六
万
四
千
円

支
出
（
減
額
）
七
千
九
百
三
十
五
万
九
千
円

２

つ
く
し
が
丘
病
院

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入

二
千
四
百
三
十
万
六
千
円

支
出

百
二
万
六
千
円

３

共
同
経
営
・
統
合
新
病
院

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入
（
減
額
）
二
千
六
百
七
十
二
万
二
千
円

支
出
（
減
額
）
六
千
六
百
八
十
万
六
千
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入

三
千
四
百
九
十
八
万
四
千
円

支
出

六
千
六
百
二
十
二
万
円

４

継
続
費
の
補
正

県
立
中
央
病
院
Ｈ
Ｃ
Ｕ
移
設
整
備
工
事
費

５

債
務
負
担
行
為
の
補
正

共
同
経
営
・
統
合
新
病
院
整
備
事
業
地
質
調

査
業
務
委
託
代
金

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

○

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

第
六
十
八
号

工
業
用
水
道
事
業
会

収
入

四
百
九
十
四
万
五
千
円

計
補
正
予
算
（
第
一

支
出
（
減
額
）
千
五
百
三
十
一
万
六
千
円

号
）
案

（
担
当
課

財
政
課
）



－ 6 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
七
年
度
青
森
県

１

流
域
下
水
道

第
六
十
九
号

下
水
道
事
業
会
計
補

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

正
予
算
（
第
四
号
）

収
入

四
千
二
百
十
五
万
九
千
円

案

支
出

四
千
二
百
十
五
万
九
千
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入
（
減
額
）
三
千
八
百
万
円

支
出
（
減
額
）
三
千
八
百
万
円

２

十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入

二
十
九
万
三
千
円

支
出

二
十
九
万
三
千
円

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
補
正

収
入
（
減
額
）
九
十
八
万
円

支
出
（
減
額
）
九
十
八
万
円

３

企
業
債
の
補
正

下
水
道
事
業

（
減
額
）
千
九
百
万
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

市
町
村
に
負
担
さ
せ

令
和
七
年
度
に
お
い
て
県
が
行
う
中
山
間
地
域

第

七
十

号

る
金
額
の
決
定
の
件

総
合
整
備
事
業
、
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策

事
業
、
通
作
条
件
整
備
事
業
、
農
業
水
路
等
長
寿

命
化
・
防
災
減
災
事
業
、
広
域
農
業
用
水
適
正
管

理
対
策
事
業
及
び
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
並
び
に

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る

経
費
に
つ
い
て
市
町
村
に
負
担
さ
せ
る
金
額
を
定

め
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

農
村
整
備
課
）



－ 7 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

市
町
村
に
負
担
さ
せ

令
和
七
年
度
に
お
い
て
県
が
行
う
漁
港
及
び
漁

第
七
十
一
号

る
金
額
の
決
定
の
件

場
の
整
備
に
係
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て

市
町
村
に
負
担
さ
せ
る
金
額
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
。

（
担
当
課

漁
港
漁
場
整
備
課
）

議

案

市
町
村
に
負
担
さ
せ

令
和
七
年
度
に
お
い
て
県
が
行
う
急
傾
斜
地
、

第
七
十
二
号

る
金
額
の
決
定
の
件

港
湾
、
都
市
計
画
及
び
下
水
道
に
係
る
事
業
に
要

す
る
経
費
に
つ
い
て
市
町
村
に
負
担
さ
せ
る
金
額

を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

監
理
課
）


